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世界の平均気温の現状

○ 世界の年平均気温は、⻑期的には100年あたり約0.73℃の割合で上昇しており、特に1990年代半ば以
降、⾼温となる年が多くなっています。2018年の世界の年平均気温の1981〜2010年平均基準における
偏差*は+0.31℃で、1891年の統計開始以降、4番⽬に⾼い値となっており、2014年以降の5年間が正
偏差が⼤きかった年の1〜5位を占めています。
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1. イントロダクション

（出所）気象庁HP 各種データ・資料 「世界の年平均気温」

世界の年平均気温の偏差の経年変化（1891〜2018年）

【 正偏差が⼤きかった年（1〜5位）】

① 2016年 （+0.45℃）
② 2015年 （+0.42℃）
③ 2017年 （+0.38℃）
④ 2018年 （+0.31℃）
⑤ 2014年 （+0.27℃）

細線（⿊）：各年の平均気温の基準値からの偏差
太線（⻘）：偏差の5年移動平均
直線（⾚）：⻑期的な変化傾向
基準値は1981〜2010年の30年平均値

*数値データの集合を構成するそれぞれの値と平均値との差。



平均気温の将来予測

○ IPCC*によると、気候モデルによって予測された21世紀末の世界の気温は、どのようなシナリオを想定しても、
現在より上昇する予測となっています。

3（出所）AR5 WG1 政策決定者向け要約 Fig SPM.7(a)、 Fig SPM.8(a)

世界の平均気温の変化の予測
（1986〜2005年平均を基準とした変化）

21世紀末における年平均気温変化の予測
（1986〜2005年平均を基準とした変化）

過去の期間のモデル結果

(℃)

（年）

気温上昇を低く抑えるための
温暖化対策を取った場合

現状を上回る温暖化対策を
取らなかった場合2081-2100年

平均

予測値

ポイント ①
RCP8.5では21世紀
末に最⼤4.8℃上昇

ポイント ②
RCP2.6では21
世紀末に最⼤
1.7℃上昇

①21世紀末（2081-2100年）までに世界の平均気温は、現状を上回る温暖化対策を取らな
かった場合のシナリオ（「RCP8.5」といいます）では2.6〜4.8℃上昇する可能性が⾼いと予測
されています。

②気温上昇を低く抑えるための温暖化対策を取った場合のシナリオ（「RCP2.6」といいます）でも、
0.3〜1.7℃上昇する可能性が⾼いと予測されています。

ポイント

*IPCC（気候変動に関する政府間パネル）は、1988年に世界気象機関（WMO）と国連環境計画（UNEP）により設⽴された評価を⾏う国際組織で政治的判断は⾏
いません。現在の参加国は195か国、事務局はスイス・ジュネーブにあります。IPCCでは、⼈為起源による気候変動、影響、適応及び緩和⽅策に関し、科学的、技術的、社会
経済学的な⾒地から包括的な評価を⾏い、報告書としてとりまとめています。「第5次評価報告書」（AR5）は、世界中で発表された9,200以上の科学論⽂を参照し、800名
を超える執筆者により、4年の歳⽉をかけて作成されました。

1. イントロダクション



CO2累積排出量と平均気温の関係

○ 世界全体でみると、特に⼈為起源のCO2の累積排出量が、世界の平均気温の上昇を決定づける⼤きな
要因となっています。世界の平均気温の上昇を2℃未満に抑えるための累積排出量の上限は約3兆トンと
予測されており、2011年時点で約2兆トンに達しているため、あと1兆トン程度の排出が上限となります。

4（出所） ※1：AR5 WG1 政策決定者向け要約 Fig SPM.10、 ※2：AR5 WG3 Table1.1から作成。

世界全体のCO2累積排出量と平均気温の上昇量の
関係※1

*a Gt : 10億トン
t-CO2：⼆酸化炭素の重量に換算、 tC：炭素の重量に換算、 1t-CO2=44/12tC

1870年以降の⼈為起源のCO2の累積総排出量（Gt-CO2*a）
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灰帯:CO2のみの増加を
想定した場合の予測

*b：GWP100に基づくCO2換算
*c：CO2：林業・⼟地利⽤、化⽯燃料の燃焼、⼯業プロセス

世界の⼈間活動によるGHG排出量割合
(2010年)※2

GHG
490億トン*b

CO2*c

76％

CH4
(メタン)
16％

N2O
(⼀酸化⼆窒素)

6.2％

フロン類
2％

⾚帯:CO2以外の温室効果ガスの
効果も含めた場合の予測

1870年以降の⼈為起源のCO2の累積総排出量（GtC*a）

1. イントロダクション



気候変動による影響の現状

○ 気候変動によって、異常気象・災害、熱中症・感染症の増加、⽶・果樹や⽣態系への影響が既に起こりは
じめています。

5（出所）環境省「気候変動の影響への適応の最近の動向と今後の課題」

1. イントロダクション



近年の気候変動の影響（例）
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1. イントロダクション

 2011年のタイの洪⽔では、⼯業団地が浸⽔し、多くの⽇本企業
が操業停⽌等の影響を受けた（洪⽔で浸⽔した⾃動⾞⼯場）

 熱中症による国内・年間死亡者数の推移

（出所）熱中症年間死亡者数：厚⽣労働省「⼈⼝動態統計」
気温偏差：気象庁HPから環境省作成

夏季平均気温偏差

 1979年9⽉（左）と2011年9⽉（右）の北極海の海氷の様⼦

（出所）⽶コロラド⼤氷雪データセンター/Google Earth

（出所）ロイター

 平成27年9⽉関東・東北豪⾬による被害（茨城県常総市の浸⽔状況）

（出所）国⼟交通省

死亡者数（⼈）



平成30年の記録的猛暑について
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1. イントロダクション

○ 世界気象機関(WMO)が、世界各地での猛暑を取り上げ、「熱波・豪⾬の増加は、温室効果ガス濃度の
上昇による⻑期的な地球温暖化の傾向と⼀致」と発表しています。

○ 気象庁は、今年の猛暑について、「⼀つの災害と認識」と会⾒で発表しています。

（出所） WMO（2018）「July sees extreme precipitation and heat」（2018年7⽉19⽇公表）、NHKニュース「『8⽉上旬にかけ、猛暑⽇つづくところも』気象
庁会⾒」、⽇テレNEWS24「気象庁が緊急会⾒ 記録的暑さは「災害」」から環境省作成。

【世界全体でも2018年6⽉は
過去2番⽬となる記録的な暑さ】

＜気候変動との関連について＞
 今般の⼀つ⼀つの異常気象を気候変動が原

因であると特定することは不可能だが、熱波・豪
⾬の増加は、温室効果ガス濃度の上昇による
⻑期的な傾向と⼀致している。（WMO）

 40度前後の暑さは、これまで経験したことのない、
命に危険があるような暑さだ。⼀つの災害と認
識している。（中略）⻑期的に⾒ると、地球温
暖化の影響が表れてきている。（気象庁記者
会⾒（7⽉23⽇））

⽇本の2018年7⽉15⽇の最⾼気温

過去最⾼
7⽉
過去
最⾼

※1981〜2010年の6⽉の平均気温と⽐較した、2018年6⽉の世
界全体の平均気温を⽰す

 国内200箇所で35℃以上の猛暑⽇を記録
（927地点中）

 各地で過去最⾼気温、7⽉の過去最⾼気温が
更新される。
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パリ協定の採択
○ 世界では、パリ協定の採択を契機に地球温暖化対策の潮流が加速しています。
○ パリ協定とは、2015年12⽉に、フランス・パリで開かれた第21回気候変動枠組条約締約国会議

（COP21）で採択された、2020年以降の地球温暖化対策を定めた国際的な枠組みです。
○ 2016年11⽉に発効し、同年12⽉に、モロッコ・マラケシュにて第1回締約国会合が⾏われました。我が国は、

2016年11⽉8⽇に批准しました。
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2. 世界の潮流

（写真出典）気候変動枠組条約事務局

パリ協定の採択

歴史上はじめて、気候変動枠組条約に加盟する196カ
国全ての国が削減⽬標・⾏動をもって参加することを
ルール化した公平な合意である。

全ての国が、⻑期の温室効果ガス低排出開発戦略を
策定・提出するよう努めるべきとしている。

世界共通の⻑期⽬標として、「世界的な平均気温上昇
を産業⾰命以前に⽐べて2℃より⼗分低く保つとともに、
1.5℃に抑える努⼒を追求すること」が掲げられている。

⻑期⽬標の達成に向け、2023年以降、5年ごとに世
界全体の進捗を確認する（グローバルストックテイク）。

また、「今世紀後半には、温室効果ガスの⼈為的な排
出と吸収源による除去の均衡を達成するよう、排出ピー
クをできるだけ早期に迎え、最新の科学に従って急激に
削減すること」が世界全体の⽬標として掲げられている。

パリ協定の特徴



2020年以降の主要国の削減⽬標

○ パリ協定に先だって、各国から約束草案が提出されました。これには、温室効果ガス削減⽬標が記されてい
ます。2017年1⽉10⽇時点で、190ヵ国・地域（条約締結国全体の温室効果ガス排出量の約99％）
が、各国内で決めた2020年以降の温暖化対策に関する⽬標（約束草案）を提出しています。各国が⾃
主的に取り決めることができる⽬標は、5年ごとに⾒直しが⾏われます。

10

2. 世界の潮流

（出所）各国約束草案より作成

国・地域 ⽬標年 削減⽬標 ⽐較基準
スイス 2030年まで △50％ 1990年⽐
EU 2030年まで 少なくとも△40％ 1990年⽐

ノルウェー 2030年まで 少なくとも△40％ 1990年⽐
⽶国 2025年に △26〜△28％ 2005年⽐
ロシア 2030年まで △25〜△30％ 1990年⽐
カナダ 2030年まで △30％ 2005年⽐
中国 2030年まで GDP当たりCO2排出量△60〜△65％ 2005年⽐
韓国 2030年まで △37％ BAU⽐

ニュージーランド 2030年まで △30％ 2005年⽐

⽇本 2030年度まで
△26.0％ 2013年度⽐
△25.4％ 2005年度⽐

オーストラリア 2030年まで △26〜△28％ 2005年⽐

ブラジル
2025年に △37％ 2005年⽐
2030年に △43％ 2005年⽐

インドネシア 2030年まで △29％ BAU⽐
南アフリカ 2025年及び2030年に 398〜614百万トン（CO2換算） －

インド 2030年まで GDP当たり排出量△33〜△35％ 2005年⽐

2020年以降の主要国の削減⽬標



持続可能な開発のための2030アジェンダ（SDGs）

○ 2015年の国連サミットでは、 「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択され、2016年から2030
年までの国際⽬標として、持続可能な開発⽬標（SDGs）が記載されました。

○ 持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲットから構成され、気候変動対策とも関係の深
い内容になっています。

○ 世界中の各国政府、NGO、NPO、研究機関、⼤学などとともに、企業も SDGs の達成に向けて動き始め
ており、それがビジネスのあり⽅にも⼤きな影響を与えています。
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17ゴール・169ター
ゲット

全ての国の⽬標

国連全加盟国で交渉

実施⼿段も重視

（出所）外務省HP 「SDGs(持続可能な開発⽬標) 持続可能な開発のための2030アジェンダ」より作成。

17の⽬標MDGsとの⽐較

MDGs
ミレニアム開発⽬標
Millennium Development Goals

SDGs
持続可能な開発⽬標
Sustainable Development Goals

2001~2015年 2016~2030年

8ゴール・21ターゲット

途上国の⽬標

国連の専⾨家主導

M
D

G
s

の

深
掘
り

先
進
国
に
も
関
わ
り
の

深
い
新
た
な
課
題

2. 世界の潮流

ゴール１３：気候変動及びその影響を軽減するため
の緊急対策を講じる



環境マーケット獲得に動き出す企業

○ 世界の主要企業は、気候変動リスクをチャンスと捉え、機動的に対応し、環境マーケットの獲得に乗り出して
います。
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2. 世界の潮流

SDGs ⽕⼒発電部⾨から再エネ部⾨への転換
 企業によるSDGsの取組が拡⼤

• ⾃社の事業戦略にSDGsを組み込む事例が⾒られ、
国内でも、住友化学や⽇産⾃動⾞等が事業活動と
SDGsを紐づけた事業戦略を
発表。

• WWFによれば、世界のSDGs
市場規模は12兆ドルに及ぶ。

 ⽕⼒発電部⾨から再エネ部⾨への転換
• 世界的な脱炭素化・再エネシフトを受け、再エネを拡

⼤する企業が増加。
• シーメンスやゼネラル・エレクトリック、三菱⽇⽴パワー

システムズといった⽕⼒発電設備⼤⼿が、⽕⼒発電
部⾨の⼈員削減を相次いで発表。

シェアリングエコノミー EVシフト
 中華⼈⺠共和国で約60兆円に達した巨⼤市場

• 中華⼈⺠共和国のシェアリングエコノミー市場は約60
兆円。

• ⾃転⾞シェア⼤⼿のOfoやMobikeでは、毎⽇の利
⽤数は5000万回に及ぶ。

• 駅や街中のスマホの充電ステーションを
運営する深セン企業の「Laidian (来電)」
は3000カ所に設備を設置。2014年の
創業以来、利⽤件数は1億件を突破。

 世界の巨⼤⾃動⾞市場での主導権争い
• 中華⼈⺠共和国・北⽶の世界販売市場におけるシェ

アは、各々約30％・20％（⽇本5％）。中華⼈⺠
共和国のEVメーカーBYDは、2018年の新エネル
ギー⾞の販売⽬標を20万台に設定。

• 国内市場が縮⼩する中、トヨタ⾃動⾞は、昨年12
⽉「2030年に、グローバル販売台数における電動
⾞を550万台以上」を⽬指すと発表。

（出所）WWF（2018）「BUSINESS AND THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: Best practices to seize opportunity and maximise
credibility」等から環境省作成。



IPCC「1.5℃特別報告書（SR15）」

○ 2018年10⽉にはIPCC第48回総会において「1.5℃特別報告書」が承認される等、1.5℃⽬標に向けた
議論も進みつつあります。

○ 1.5℃特別報告書の「政策決定者向け要約（SPM）」では、地球温暖化は、現在の進⾏速度で増加し
続けると、2030年から2052年の間に1.5℃に達する可能性が⾼いと⾔及されています。

（出所）IPCC「GLOBAL WARMING OF 1.5°C（Summary for Policymakers）」より作成。

1.5℃の地球温暖化の理解

1850〜1900年を基準とした地球温暖化（℃）

観測された⽉毎の
世界平均地上気温

今⽇までに推定される⼈為
起源の昇温と可能性の⾼
い範囲

定型化された排出経路に対するモデル応答の可能性の⾼い範囲

より急速なCO2削減(b, cの⻘⾊)によって、昇温を1.5℃
に抑えられる確率がより⾼くなる
CO2以外の正味放射強制⼒が減少しない(dの紫⾊)場合、
昇温を1.5℃に抑えられる確率がより低くなる

世界全体のCO2排出量は2055年に正味ゼロに達し、CO2以外の
放射強制⼒は2030年以降減少する(b, c, dの灰⾊）

a）観測された地球全体の気温変化及び定型化された⼈為起源の排出及び強制⼒の経路に対するモデル応答

b）世界全体のCO2正味排出量の定型化された経路
単位：1年当たり10億トンCO2(GtCO2/yr)

c）累積正味CO2排出量
単位：10億トンCO2 (GtCO2)

d）CO2以外の放射強制⼒の経路
単位：平⽅メートル当たりワット（W/m2）

CO2排出量は2020年
から減少し、2055年ま
たは2040年に正味ゼ
ロに達する

2055年及び2040年に正
味ゼロに達する排出経路
における累積CO2排出量

CO2以外の放射強制⼒が
2030年以降減少する、または
2030年以降減少しない

より急速な即時のCO2排出削減によって図cに⽰
すCO2の累積排出量が抑制される。

昇温の最⼤値はCO2の累積正味排出量と、メタン、⼀酸化⼆窒素、エーロゾル及びその他⼈為的放射
強制因⼦による正味のCO2以外の放射強制⼒によって決まる。

気温上昇を1.5℃に抑える排出経路
⼯業化以前に⽐べて、⼈間活動は、約1℃（可能性の幅

は0.8℃から1.2℃）の地球温暖化をもたらしたと推定され
る。

地球温暖化は、現在の進⾏速度で増加し続けると、2030
年から2052年の間に1.5℃に達する可能性が⾼い。

⼯業化以前から現在までの⼈為起源の排出による昇温は、
数百年から数千年にわたって継続し、関連する影響を伴い
ながら、気候システムにさらなる⻑期的変化（例えば海⾯
⽔位の上昇など）を引き起こし続ける。

 しかし、現在までの⼈為起源の排出（温室効果ガス、エー
ロゾル及びその前駆物質を含む）が、次の20〜30年間に
または100年の時間スケールで0.5℃を超えるさらなる昇温
を引き起こす可能性は低い。

 1.5℃の地球温暖化における⾃然及び⼈間システムに対す
る気候に関連するリスクは、現在よりは⾼く、2℃の地球温
暖化におけるものより低い。

 これらのリスクは、昇温の程度及び速度、地理的な位置、
開発及び脆弱性のレベル、並びに適応及び緩和の選択肢
の選定と実施に依拠する。

2. 世界の潮流
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IPCC「1.5℃特別報告書（SR15）」

○ 1.5℃特別報告書では、地球温暖化を1.5℃に抑制するためには、CO2排出量が2030年までに45％削
減され、2050年頃に正味ゼロに達する必要があるとしています。

○ 1.5℃に抑えることは不可能ではないが、社会のあらゆる側⾯において前例のない移⾏が必要であるとしてい
ます。

14（出所） IPCC「GLOBAL WARMING OF 1.5°C（Summary for Policymakers）」より作成。

1.5℃の地球温暖化に整合する排出経路

地球温暖化を1.5℃に抑えるモデルの排出経路におい
ては、世界全体の⼈為起源のCO2の正味排出量が、
2030年までに、2010年⽔準から約45％(四分位範
囲40〜60％)減少し、2050年前後に(四分位範囲
2045〜2055年)正味ゼロに達する。

地球温暖化を2℃より低く抑えるためには、ほとんどの排
出経路においてCO2排出量は2030年までに約25％
(四分位範囲10〜30％)削減され、2075年前後に
(四分位範囲2065〜2085年)正味ゼロに達すると予
測される。

地球温暖化を1.5℃より低く抑える排出経路においては、
CO2以外の排出量は、昇温を2℃より低く抑える排出
経路と同様の⼤幅な削減がみられる。

地球温暖化を1.5℃に抑える経路においては、2℃に抑
える経路に⽐べて、次の20年間により急速で顕著なシ
ステム変化を⽰す。

世界全体のCO2正味排出量
1年当たり10億トンCO2(GtCO2/yr)

オーバーシュートしないまたは限られたオーバーシュートを
伴って1.5℃に地球温暖化を抑える経路、及び⾼いオー
バーシュートを伴う経路において、CO2排出量は2050年
頃に世界全体で正味ゼロに削減される。

CO2正味ゼロになる時期
線の幅はシナリオの5〜95パー
センタイル及び25〜75パーセン
タイルを⽰す。

⾼いオーバーシュートの経路

オーバーシュートしないまたは限られたオーバーシュートで
1.5℃に地球温暖化を抑える経路

2℃より低く地球
温暖化を抑える
経路(上図になし)

4つの例⽰的モデル経路

※1：オーバーシュートしない経路：⼈為的CO2累積排出量が1.5℃の⽔準の地球温暖化に関する総カーボンバジェット（過
去と将来を合わせた温室効果ガスの累積排出量の上限値）を超えることなく、1.5℃をオーバーシュートしない経路

※2：限られたオーバーシュート経路：⼈為的CO2累積排出量が1.5℃の⽔準の地球温暖化に関する総カーボンバジェットを
僅かに超過するが、昇温を1.6℃より低く抑えて2100年までに1.5℃に戻る経路

2. 世界の潮流



⽬次
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1. イントロダクション

2. 世界の潮流

3. ⽇本の動き

4. 地⽅公共団体に求められることの変化

• 気温上昇の現状・将来予測
• CO2累積排出量と平均気温の関係
• 気候変動による影響

• パリ協定の採択及び2020年以降の削減⽬標
• 持続可能な開発のための2030アジェンダ（SDGs）
• 環境マーケット獲得に動き出す企業
• IPCC「1.5℃特別報告書（SR15）」

• 我が国が抱える環境・経済・社会の課題
• 第５次環境基本計画と地域循環共⽣圏
• 地域循環共⽣圏の概要
• パリ協定に基づく成⻑戦略としての⻑期戦略

• 地球温暖化対策計画における「地⽅公共団体」の基本的役割
• ⻑期戦略における地域循環共⽣圏に関する⾔及



我が国が抱える環境・経済・社会の課題
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3. ⽇本の動き

（出所）環境省「地域の環境・経済・社会課題を解決するために」

○ 我が国は、温室効果ガスの⼤幅排出削減、資源の有効利⽤、森林・⾥⼭の荒廃、野⽣⿃獣被害等の環
境の課題、地域経済の疲弊、新興国との国際競争、技術⾰新への対応等の経済の課題、少⼦⾼齢化・
⼈⼝減少、働き⽅改⾰、⼤規模災害への備え等の社会の課題に直⾯しており、これらは相互に連関・複
雑化しています。環境・経済・社会の統合的向上の必要性が⾼まっています。



第５次環境基本計画と地域循環共⽣圏
○ 環境基本計画は、環境基本法第15条に基づき、政府全体の環境の保全に関する総合的かつ⻑期的な

施策の⼤綱を定めるものです。計画は約６年ごとに⾒直しを⾏いますが、平成30年4⽉に「第五次環境基
本計画」が閣議決定されました。

○ 第五次環境基本計画では、SDGsの考え⽅も活⽤した環境・経済・社会の統合的向上、各地域が⾃⽴・
分散型の社会を形成し、地域資源等を補完し⽀え合う「地域循環共⽣圏」の創造、幅広い関係者との
パートナーシップの充実・強化を通じて、持続可能な循環共⽣型の社会（「環境・⽣命⽂明社会」）を⽬
指すことを基本的⽅向性として掲げ、分野横断的な6つの重点戦略を設定しています。

17（出所）環境省「第五次環境基本計画の概要」、環境省 中央環境審議会総会(第26回)資料「地域循環共⽣圏の創造に向けた取組について」（H31年2⽉）

第五次環境基本計画の基本的⽅向性 第五次環境基本計画における6つの重点戦略
①持続可能な⽣産と消費を

実現するグリーンな経済シ
ステムの構築

• ESG投資、 グリーンボンド等の普及・拡⼤
• 税制全体のグリーン化の推進
• サービサイジング、シェアリング・エコノミー

• 再エネ⽔素、⽔素サプライ
チェーン

• 都市鉱⼭の活⽤ 等

②国⼟のストックとしての価値
の向上

• 気候変動への適応も含めた強靱な社会づくり
• ⽣態系を活⽤した防災・減災（Eco-DRR）
• 森林環境税の活⽤も含めた森林整備・保全

• コンパクトシティ・⼩さな拠
点＋再エネ・省エネ

• マイクロプラを含めた海洋ご
み対策 等

③地域資源を活⽤した持続
可能な地域づくり

• 地域における「⼈づくり」
• 地域における環境⾦融の拡⼤
• 地域資源・エネルギーを活かした収⽀改善
• 国⽴公園を軸とした地⽅創⽣

• 都市も関与した森・⾥・
川・海の保全再⽣・利⽤

• 都市と農⼭漁村の共⽣・
対流 等

④健康で⼼豊かな暮らしの
実現

• 持続可能な消費⾏動への転換（倫理的消
費、COOL CHOICEなど）

• ⾷品ロスの削減、廃棄物の適正処理の推進
• 低炭素で健康な住まいの普及
• テレワークなど働き⽅改⾰＋CO2・資源の削減

• 地⽅移住・⼆地域居住の
推進＋森・⾥・川・海の管
理

• 良好な⽣活環境の保全
等

⑤持続可能性を⽀える技術
の開発・普及

• 福島イノベーション・コースト構想→脱炭素化を
牽引(再エネ由来⽔素、浮体式洋上⾵⼒等)

• ⾃動運転、ドローン等の活⽤による「物流⾰
命」

• バイオマス由来の 化成品
創出（セルロースナノファイ
バー等）

• AI等の活⽤による⽣産最
適化 等

⑥国際貢献による我が国の
リーダーシップの発揮と戦略
的パートナーシップの構築

• 環境インフラの輸出
• 適応プラットフォームを通じた適応⽀援
• 温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」シリーズ

• 「課題解決先進国」として
海外における「持続可能な
社会」の構築⽀援 等

3. ⽇本の動き



地域循環共⽣圏の概要
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3. ⽇本の動き

（出所）環境省資料

○ 地域循環共⽣圏とは、各地域がその特性（課題・ニーズ）に応じ、地域資源を活かし、⾃⽴・分散型の社
会を形成しつつ、近隣地域と補完し、⽀えあうことで創造する、環境・社会・経済の統合的課題解決により
脱炭素とSDGsが実現した、魅⼒あふれる地域社会像のことです。

○ 地域循環共⽣圏創造のポイントは、①地域課題・ニーズの適確な把握、②縦割りを超えた新たなパート
ナーシップの形成・地域連携の深化、③新たな価値創造・地域経済循環の３つです。
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パリ協定に基づく成⻑戦略としての⻑期戦略策定の経緯

○ 2018年7⽉に設置されたパリ協定⻑期成⻑戦略懇談会において、パリ協定に基づく⻑期戦略が議論され、
2019年4⽉に懇談会の提⾔が発表されました。

○ この懇談会提⾔等を踏まえ、政府として戦略案を作成し、パブリックコメント等を経て、令和元年６⽉11⽇
に「パリ協定に基づく成⻑戦略としての⻑期戦略」を閣議決定、6⽉26⽇に国連に提出されました。

20

時期 内容

2018年6⽉4⽇ 未来投資会議において、内閣総理⼤⾂が、パリ協定に基づく⻑期戦略策定に向け
た有識者会議の設置と、関係省庁による検討作業の加速を指⽰。

2018年6⽉15⽇ 「未来投資戦略2018」において、2019年6⽉のG20議⻑国として、パリ協定に基
づく、温室効果ガスの低排出型の経済・社会の発展のための⻑期戦略を策定するこ
ととした。

2018年7⽉31⽇ 「パリ協定に基づく成⻑戦略としての⻑期戦略策定に向けた懇談会」（パリ協定⻑
期成⻑戦略懇談会）設置。1⽉〜2⽉に⼀度の頻度で開催。

2019年4⽉2⽇ 「パリ協定に基づく成⻑戦略としての⻑期戦略策定に向けた懇談会提⾔」公表。

2019年4⽉25⽇ 「パリ協定に基づく成⻑戦略としての⻑期戦略」パブリックコメント募集。

2019年6⽉11⽇ 「パリ協定に基づく成⻑戦略としての⻑期戦略」を閣議決定。

2019年6⽉26⽇ 「パリ協定に基づく成⻑戦略としての⻑期戦略」を国連に提出。

3. ⽇本の動き

（出所）⾸相官邸「パリ協定⻑期成⻑戦略懇談会（パリ協定に基づく成⻑戦略としての⻑期戦略策定に向けた懇談会）」、環境省「『パリ協定に基づく成⻑戦略としての
⻑期戦略』の閣議決定について」、環境省「『パリ協定に基づく成⻑戦略としての⻑期戦略』の国連提出について」より作成



パリ協定に基づく成⻑戦略としての⻑期戦略の全体像

21：⻑期戦略で地域循環共⽣圏に⾔及している箇所

最終到達点としての「脱炭素社会」を掲げ、それを野⼼的に今世紀後半のできるだけ早期に実現することを⽬指すとともに、
2050年までに80％の削減に⼤胆に取り組む ※積み上げではない、将来の「あるべき姿」 ※1.5℃努⼒⽬標を含むパリ協定の⻑期⽬標の実現にも貢献

 ビジネス主導の⾮連続なイノベーションを通じた「環境と成⻑の好循環」の実現、取組を今から迅速に実施、世界への貢献、
将来に希望の持てる明るい社会を描き⾏動を起こす [要素：SDGs達成、共創、Society5.0、地域循環共⽣圏、課題解決先進国]

第１節：排出削減対策・施策
1.エネルギー：エネルギー転換・脱炭素化を進めるため、あらゆる選択肢を追求（再エネの主⼒電源化 等）
2.産業：脱炭素化ものづくり（CO2フリー⽔素の活⽤、CCU/バイオマスによる原料転換、根本的な省エネ 等）
3.運輸：”Well-to-Wheel Zero Emission”チャレンジへの貢献（ビックデータ・IoT等の活⽤ 等）
4.地域・くらし：2050年までにカーボンニュートラルでレジリエントで快適な地域とくらしを実現／地域循環共⽣圏の創造

（カーボンニュートラルな暮らし、地域づくり、分散型エネルギーシステムの構築 等）
第２節： 吸収源対策

第2章：各分野のビジョンと対策・施策の⽅向性

第1章：基本的な考え⽅（ビジョン）

第１節：イノベーションの推進
温室効果ガスの⼤幅削減につながる横断的な脱炭素技術の実⽤化・普及のためのイノベーションの推進・社会実装可能なコストの実現
（⾰新的環境イノベーション戦略、経済社会システム／ライフスタイルのイノベーション）

第2節：グリーン・ファイナンスの推進
イノベーション等を適切に「⾒える化」し、⾦融機関等がそれを後押しする資⾦循環の仕組みを構築（気候関連財務情報開⽰タスク
フォース（TCFD）等による開⽰や対話を通じた資⾦循環の構築、ESG⾦融の拡⼤に向けた取組の促進）

第3節：ビジネス主導の国際展開、国際協⼒
⽇本の強みである優れた環境技術・製品等の国際展開／相⼿国と協働した双⽅に裨益するコ・イノベーション

第3章：「環境と成⻑の好循環」を実現するための横断的施策

・⼈材育成 ・公正な移⾏ ・政府の率先的取り組み ・適応によるレ
ジリエントな社会づくりとの⼀体的な推進

・カーボンプライシング(専⾨的・技術的議論が必要)

第4章：その他
・レビュー：6年程度を⽬安としつつ情勢を踏まえた検討を加えるとと

もに必要に応じて⾒直し
・実践：将来の情勢変化に応じた分析／連携／対話

第５章：⻑期戦略のレビューと実践

3. ⽇本の動き

（出所）環境省「パリ協定⻑期成⻑戦略のポイント」より作成



（参考）各国の⻑期的な戦略の策定状況（国連に提出済み）＜2019年9⽉3⽇時点＞
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国・地域 ⽶国 ドイツ カナダ メキシコ フランス

2050年
⽬標

80%以上削減
(2005年⽐）

80〜95％削減
(90年⽐)

80%削減
(2005年⽐）

50%削減
（2000年⽐）

4分の1に削減
(90年⽐)

戦略名称・
策定年

United States Mid-
Century Strategy for 
deep decarbonization
(2016.11)

Climate Action Plan 2050 
(2016.11)
※ドイツ政府による閣議決定

Canadaʼs Mid-century
long-term low-
greenhouse gas 
development strategy
(2016.11)

Mexicoʼs Climate 
Change Mid-Century 
Strategy
(2016.11)

French national low-
carbon strategy  
(2016.12)

対策・施策
の例

 ①低炭素なエネルギーシス
テムへの転換、②森林等や
CO2除去技術を⽤いた
CO2隔離、③CO2以外の
温室効果ガス削減の３分
野で取り組みを推進。

 様々な条件を変えてシナリ
オ分析を実施（ＭＳＣシ
ナリオが中⼼的なシナリオ）

【対策・施策の例】
• MCSシナリオの電源構成は、

再エネ55%、原⼦⼒17%、
CCUS付き⽕⼒20%。

• ⼀次エネルギー消費が
2005年から2050年で
20%以上減少。

• 2050年までに市中の乗⽤
⾞の約60%が電気⾃動
⾞。

• 2005年から2050年にかけ
て、直接的な化⽯燃料利
⽤を⼤幅に削減（建物：
▲58%、産業：▲55%、
輸送：▲63%）

 2050年までの脱炭素(GHG・
ニュートラル)に向けた道程を⽰
す最初の⾏政⽂書。

 個々のセクター（エネルギー、
建物、移動、貿易・産業、農
業、森林）ごとに、2050年に
向けたビジョンや2030年の削
減⽬標や達成⼿段を記述。

 EU-ETSの強化を⽀持。

 2018年に⾒直しを実施。

【対策・施策の例】
• エネルギー分野：電⼒はほぼ

全て再⽣可能エネルギー発電
• 建築分野：新築建物への野

⼼的基準や⻑期のリノベーショ
ン戦略、化⽯燃料を⽤いた熱
供給の段階的廃⽌ 等

• 移動分野：電気⾃動⾞等の
代替技術や公共交通機関、
⾃転⾞、徒歩、デジタル化 等

• 産業分野：研究・開発・普
及プログラムの⽴ち上げ 等

 カナダがどうすれば低炭素経
済へ移⾏できるかの対話を
⾏うもの。

 複数の既往研究を参照しつ
つ、⼤幅削減に向けた分野
毎の課題と可能性を抽出。

【対策・施策の例】
• 電化の推進
• 電⼒の低炭素化
• 電化や電⼒の輸出等を通

じた電⼒需要の増加
• ⽶国との電⼒供給⾯での協⼒
• エネルギー効率と需要側対策
• バイオ燃料や⽔素等の低炭

素燃料の活⽤
• ⾮ＣＯ２及びブラックカーボ

ン対策
• 低炭素社会に向けた⾏動

変容
• 都市地域における対策
• 森林・⼟地によるＣＯ２固定
• イノベーション
• 地⽅との連携

 今後10年、20年及び
40年の７分野（社会、
⽣態系、エネルギー、排
出、⽣産システム、⺠間
セクター、移動）における
ビジョンを提⽰

 ⻑期戦略の中に緩和と
適応の両⽅を記述

 モデル分析の結果を提⽰
 緩和策については10年ご

とに⾒直し

【対策・施策の例】
• クリーンエネルギーへの転

換
• エネルギー効率と持続可

能な消費
• 持続可能な都市
• 農業及び森林
• 短寿命気候汚染物質

及び気候⾏動による健
康⾯のコベネフィット

 2050年までの削減⽬
標達成に向けた包括的
枠組みと部⾨別の戦略
を定めたもの。

 2050年及び第3期カー
ボンバジェット（2024-
2028年）までの部⾨
別（輸送、建物、農
業・林業、産業、エネル
ギー、廃棄物）の削減
⽬標や達成⼿段を記述。

 部⾨横断的戦略として、
炭素価格を、2020年
56€、2030年100€
（1トンCO2排出量当た
り）に引上げ。同時に、
エネルギー移⾏のための
基⾦を設⽴。

【対策・施策の例】
• 2050年までに全ての建

物が低エネルギー消費ビ
ル(LEB)基準に適合。

（出所）各国⻑期戦略より作成



（参考）各国の⻑期的な戦略の策定状況（国連には未提出）＜2019年9⽉3⽇時点＞
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国・地域 EU 英国

2050年
⽬標

80〜95％削減
(90年⽐)

100%削減
(90年⽐)

戦略名称・
策定年

2009年
欧州理事会（⾸脳級）に
よる⽬標の設定

2011年
⽬標を再確認

気候変動法（Climate 
Change Act 2008） (2008)

対策・施策
の例

 Roadmap for Moving 
to a Competitive Low 
Carbon Economy in 
2050やEnergy 
Roadmap 2050等の推
進。

 低炭素技術普及に向け、
ETSや税の重要性につい
て⾔及。

【対策・施策の例】
• 電⼒に占める低炭素技術

の⽐率を2050年にほぼ
100%に。

• ⾃動⾞の燃費改善・交通
流対策。

• 2021年以降の新築建物
はほぼゼロエネルギー化。

• 産業部⾨での2035年以
降の⼤規模なCCS導⼊。

 気候変動法で、5年間に排出
される温室効果ガスの上限値
「カーボンバジェット」を第5期（-
2032）まで設定。

 変動法に基づくCarbon気候
Plan（2011）を推進。

 気候変動法では、当局が排出
量取引制度に向けた準備でき
るとの記載。

【対策・施策の例】
• 2050年の電⼒需要は07年⽐

で30〜60％増加するが、再エ
ネ・原⼦⼒・CCS⽕⼒の低炭素
電⼒により供給される。

• 2050年までに建築物からの排
出ほぼゼロ（エネルギー消費削
減と冷温熱供給の脱炭素化）。

• 2050年までに、乗⽤⾞と貨物
⾞のほとんどが超低排出⾞。

（出所）各国⻑期戦略より作成



50年80％削減、さらにその先の脱炭素化の⽅向性

24

○ 2050年80％削減の達成とともに、パリ協定の下で、従来の延⻑線上にない「脱炭素社会」を今世紀後半
に実現する必要があります。

○ 我が国において、累積排出量の低減を図るという視点も持ち、削減を継続的に進めていくことが必要です。

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

排出量
（億トンCO2換算）

2030年度
2013年度⽐

26%減（10.42億トン）

2020年度
2005年度⽐
3.8%以上減

2016年度（確報値）13.07億トン
[前年度⽐１.2％減]
〈2013年度⽐7.3％減〉(2005年度⽐5.2％減)

今世紀後半に温
室効果ガスの人
為的な排出と吸
収のバランスを
達成（脱炭素社

会の実現）

2050年
80%減

吸収源

吸収源

基準年度 排出量
2013年度 14.08億トン
2005年度 13.97億トン

※削減⽬標決定時の数値

（出所）「2016 年度の温室効果ガス排出量（確報値）」及び「地球温暖化対策計画」から環境省作成。

3. ⽇本の動き



⽬次
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1. イントロダクション

2. 世界の潮流

3. ⽇本の動き

4. 地⽅公共団体に求められることの変化

• 気温上昇の現状・将来予測
• CO2累積排出量と平均気温の関係
• 気候変動による影響

• パリ協定の採択及び2020年以降の削減⽬標
• 持続可能な開発のための2030アジェンダ（SDGs）
• 環境マーケット獲得に動き出す企業
• IPCC「1.5℃特別報告書（SR15）」

• 我が国が抱える環境・経済・社会の課題
• 第５次環境基本計画と地域循環共⽣圏
• 地域循環共⽣圏の概要
• パリ協定に基づく成⻑戦略としての⻑期戦略

• 地球温暖化対策計画における「地⽅公共団体」の基本的役割
• ⻑期戦略における地域循環共⽣圏に関する⾔及



○地⽅公共団体実⾏計画は、事務事業編と区域施策編に分かれ、その内容・対象・根拠法・取組例や策定
状況は以下の通りです。

26
（出所）環境省「地球温暖化対策計画」（2016年閣議決定）、「地球温暖化対策の推進に関する法律」、「平成30年度地⽅公共団体における地球温暖化対策の推進に関する法律施⾏情況調査 調
査結果報告書」

地⽅公共団体実⾏計画の概要4. 地⽅公共団体に求められることの変化

項⽬ 事務事業編 区域施策編

内容 地⽅公共団体⾃らの排出削減等の措置 区域の⾃然的社会的条件に応じて、区域の温室効果ガスの排出の抑制等を⾏う
ための施策に関する事項を策定

対象 全ての地⽅公共団体 都道府県、政令指定都市、中核市、施⾏時特例市 ※中核市未満は努⼒義務
根拠法 地球温暖化対策の推進に関する法律

取組例 庁舎・地⽅公共団体が管理する施設の省エネ対策等
• 再⽣可能エネルギー導⼊の促進
• 地域の事業者、住⺠による省エネその他の排出抑制の推進
• 都市機能の集約化、公共交通機関、緑地その他の地域環境の整備・改善
• 循環型社会の形成
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21%
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1%

1%

29%

17%

12%

8%
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11%

10%

13%

19%

20%

12%

19%

7%

25%

19%

14%

10%

21%

33%

53%

79%

74%

83%

65%

79%

28%

7%

16%

12%

6%

2%

8%

4%

17%

20%

18%

8%

7%

9%

10%

2%

11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地⽅公共団体の組合
⼈⼝1万⼈未満の市町村

⼈⼝1万⼈以上3万⼈未満の市町村
⼈⼝3万⼈以上10万⼈未満の市区町村
⼈⼝10万⼈以上で上記以外の市区町村

施⾏時特例市
中核市

政令指定都市
都道府県

全体

過去に⼀度も策定したことがなく、平成30年10⽉1⽇以降も策定する予定はない。

過去に⼀度も策定したことがないが、平成30年10⽉1⽇以降に策定する予定がある。

現在、計画期間中であり、平成30年10⽉1⽇以降に改定する予定はない。

現在、計画期間中であり、平成30年10⽉1⽇以降に改定する予定がある。

既に計画期間を経過しているが、平成30年10⽉1⽇以降に改定する予定はない。

既に計画期間を経過しており、平成30年10⽉1⽇以降に改定する予定がある。
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49%

77%
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75%

75%

18%
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2%

1%

1%

2%

1%

3%

2%

2%

2%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

⼈⼝1万⼈未満の市町村

⼈⼝1万⼈以上3万⼈未満の市町村

⼈⼝3万⼈以上10万⼈未満の市区町村

⼈⼝10万⼈以上で上記以外の市区町村

施⾏時特例市

中核市

政令指定都市

都道府県

全体

過去に⼀度も策定したことがなく、平成30年10⽉1⽇以降も策定する予定はない。

過去に⼀度も策定したことがないが、平成30年10⽉1⽇以降に策定する予定がある。

現在、計画期間中であり、平成30年10⽉1⽇以降に改定する予定はない。

現在、計画期間中であり、平成30年10⽉1⽇以降に改定する予定がある。

既に計画期間を経過しているが、平成30年10⽉1⽇以降に改定する予定はない。

既に計画期間を経過しており、平成30年10⽉1⽇以降に改定する予定がある。

事務事業編の策定状況 区域施策編の策定状況



○ 地球温暖化対策の推進に関する法律では、事務事業編は、都道府県・市町村が策定を⾏うことになってお
り、⾃らの事務事業に関する排出削減対策と吸収のための計画を策定することになっています。

○ 区域施策編は、政府の地球温暖化対策計画に即して、その区域の⾃然的社会的条件に応じて、温室効
果ガスの排出抑制等を推進する総合的な計画です。地⽅公共団体実⾏計画（区域施策編）の策定は、
都道府県及び政令指定都市、中核市（施⾏時特例市含む）となっています。
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地球温暖化対策の推進に関する法律
第21条 都道府県及び市町村は、単独で⼜は共同して、地球温暖化対策計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガ
スの排出の量の削減並びに吸収作⽤の保全及び強化のための措置に関する計画（以下「地⽅公共団体実⾏計画」という。）を策定するものとする。

２ 地⽅公共団体実⾏計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

⼀ 計画期間
⼆ 地⽅公共団体実⾏計画の⽬標
三 実施しようとする措置の内容
四 その他地⽅公共団体実⾏計画の実施に関し必要な事項

３ 都道府県並びに地⽅⾃治法 （昭和⼆⼗⼆年法律第六⼗七号）第⼆百五⼗⼆条の⼗九第⼀項 の指定都市及び同法第⼆百五⼗⼆条の⼆⼗⼆
第⼀項 の中核市（以下「指定都市等」という。）は、地⽅公共団体実⾏計画において、前項に掲げる事項のほか、その区域の⾃然的社会的条件に応
じて温室効果ガスの排出の抑制等を⾏うための施策に関する事項として次に掲げるものを定めるものとする。

⼀ 太陽光、⾵⼒その他の再⽣可能エネルギーであって、その区域の⾃然的条件に適したものの利⽤の促進に関する事項
⼆ その利⽤に伴って排出される温室効果ガスの量がより少ない製品及び役務の利⽤その他のその区域の事業者⼜は住⺠が温室効果ガスの排出の抑制等

に関して⾏う活動の促進に関する事項
三 都市機能の集約の促進、公共交通機関の利⽤者の利便の増進、都市における緑地の保全及び緑化の推進その他の温室効果ガスの排出の抑制等に

資する地域環境の整備及び改善に関する事項

（出所）環境省「地球温暖化対策計画」（2016年閣議決定）、「地球温暖化対策の推進に関する法律」

（参考）地球温暖化対策の推進に関する法律における⾔及4. 地⽅公共団体に求められることの変化

事
務
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す
る
⾔
及



（参考）地球温暖化対策計画における⾔及

○ 地球温暖化対策計画では、地⽅公共団体⾃⾝が、率先的な取組を⾏うことにより、地域の模範となること
が求められています。

○ また、地⽅公共団体が講ずべき措置の基本的事項としては、特に事業者・住⺠との協⼒や連携を確保す
ることが求められています。
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地球温暖化対策計画における「地⽅公共団体」の基本的役割
第３章 ⽬標達成のための対策・施策
第１節 区に、地⽅公共団体、事業者及び国⺠の基本的役割
２．「地⽅公共団体」の基本的役割
（１）地域の⾃然的社会的条件に応じた施策の推進

地⽅公共団体は、その地域の⾃然的社会的条件に応じた温室効果ガスの排出の抑制等のための総合的かつ計画的な施策を推進する。例えば、再⽣可
能エネルギー等の利⽤促進と徹底した省エネルギーの推進、低炭素型の都市・地域づくりの推進、循環型社会の形成、事業者・住⺠への情報提供と活
動促進等を図ることを⽬指す。

都道府県、指定都市、中核市及び施⾏時特例市は、本計画に即して、地⽅公共団体実⾏計画において、地域の⾃然的社会的条件に応じて温室効果
ガスの排出の抑制等を⾏うための施策に関する事項を定める計画（以下「地⽅公共団体実⾏計画区域施策編」という。）を策定し実施する。また、その他
の地⽅公共団体も、地⽅公共団体実⾏計画区域施策編を策定し実施するよう努める。

（２）⾃らの事務及び事業に関する措置
地⽅公共団体は、⾃ら率先的な取組を⾏うことにより、区域の事業者・住⺠の模範となることを⽬指すべきである。このため、都道府県及び市町村は、

本計画に即して、⾃らの事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作⽤の保全及び強化のための措置に関する計画（以下「地⽅
公共団体実⾏計画事務事業編」という。）を策定し実施する。

（３）特に都道府県に期待される事項
都道府県においては、管下の市町村における取組の優良事例の情報収集と他の市町村への普及促進に取り組むよう努める。
また、地⽅公共団体実⾏計画の策定・改定や同計画に基づく取組が困難な市町村に対し、技術的な助⾔や⼈材育成の⽀援等の措置を積極的に講ず

るように努める。

第3章 第4節「地⽅公共団体が講ずべき措置等に関する基本的事項」
「地⽅公共団体は、地域の⾃然的社会的条件に応じた温室効果ガスの排出の抑制等のための施策を推進する。特に地域の事業者・住⺠との協⼒・
連携の確保に留意しつつ、公共施設等の総合管理やまちづくりの推進と合わせて、再⽣可能エネルギー及び未利⽤エネルギー（以下「再⽣可能エネル
ギー等」という。）の最⼤限の導⼊・活⽤とともに、徹底した省エネルギーの推進を図ることを⽬指す。」

（出所）環境省「地球温暖化対策計画」（2016年閣議決定）

4. 地⽅公共団体に求められることの変化
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⻑期戦略における地域循環共⽣圏に関する⾔及①

（第1章：基本的考え⽅ ４．将来に希望の持てる社会に向けてから抜粋）
④地域循環共⽣圏

⼈⼝減少・少⼦⾼齢化が進む我が国においては、特に地域の活⼒を⾼める成⻑戦略が重要である。このため、各地域が地
域資源を持続可能な形で最⼤限活⽤し⾃⽴・分散型の社会を形成しつつ、より広域的なネットワークを構築し、地域に脱炭
素化と環境・経済・社会の統合的向上によるSDGsの達成を図る「地域循環共⽣圏」の創造を⽬指す。同時に、この持続可
能な地域の在り⽅を世界に提⽰することにより、国際社会のロールモデルとなることを⽬指す。
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（第2章：各部⾨の⻑期的なビジョンとそれに向けた対策・施策の⽅向性 ４．地域・くらしから抜粋）
（２）⽬指すべきビジョン

脱炭素社会の実現に向けて、社会システムの転換を引き起こしていく過程においては、我が国の歴史的、⽂化的、地理的及
び経済的な特徴をよく踏まえた⾃然と社会の在り⽅、すなわち「持続的な共⽣」の概念を基本とした、個⼈、家庭及び地域レベ
ルでの意識改⾰が重要である。

また、⼈⼝減少・少⼦⾼齢化が進む我が国においては、その地域の⼈達がそこに住み続けることできるよう、地域経済循環を
促し、地域の活性化につながることにより、特に地域の⼒を⾼める成⻑戦略が重要となる。⼈⼝減少・少⼦⾼齢化問題を逆⼿
に取り、地域を持続させ発展させようとする住⺠の思いが実現する⽅向で気候変動に対応する条件整備をしていき、その中での
意識の変化を図ることも必要である。また、地域においてもビジネスを形成することにより、経済社会活動の向上につなげていくこ
とが重要である。さらに、限られた地域内だけでなく、都市と農⼭漁村の共⽣・対流などの広域的なネットワークにより、地域資源
を補完し⽀え合うことが重要である。

そのため、地域資源を持続可能な形で活⽤し、⾃⽴・分散型の社会を形成しつつ広域的なネットワークにより、地域における
脱炭素化と環境・経済・社会の統合的向上によるSDGsの達成を図る「地域循環共⽣圏」を創造し、そこにおいては2050年ま
でに、カーボンニュートラルで、かつレジリエントで快適な地域とくらしを実現することを⽬指す。

特に、農⼭漁村においては、豊富に存在する多様な資源を最⼤限活⽤し、地域主導によりバイオマス、営農型太陽光発電
を含む再⽣可能エネルギーや⽔素を創出し、地域内で活⽤する。さらに、農⼭漁村域外に供給することにより、我が国の温室
効果ガスの⼤幅削減に貢献する。

4. 地⽅公共団体に求められることの変化

（出所）令和元年6⽉11⽇閣議決定「パリ協定に基づく成⻑戦略としての⻑期戦略」

○ ⻑期戦略においては、第1章「基本的考え⽅」や第2章の⽬指すべきビジョンの中で地域循環共⽣圏が⾔
及されています。
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（第2章：各部⾨の⻑期的なビジョンとそれに向けた対策・施策の⽅向性 ４．地域・くらしから抜粋）
（２）⽬指すべきビジョン

また、可能な地域・企業等から、2050年を待たずにカーボンニュートラルを実現していくことを⽬指す。
地域における脱炭素化・SDGsの達成のための取組の例としては、以下が挙げられる。

• 断熱性能の⾼い住宅はCO２排出削減と同時に、快適性の向上や健康維持に資する。
• 徒歩や⾃転⾞の移動の割合を増加させることは、移動に伴うCO２を抑制するとともに、健康増進、混雑緩和等に貢献

する。
• ICTの活⽤によるテレワークやフレックスタイム制の導⼊を推進することにより、通勤交通に伴うCO２排出を抑制すると

同時に、仕事と育児・介護との両⽴がしやすい環境や⽣産性の向上を実現する。
• 再⽣可能エネルギーを⽤いた分散型エネルギーシステムの構築は、緊急時に⼤規模電源等からの供給に困難が⽣じた

場合でも、地域において⼀定のエネルギー供給を確保することに貢献する。また、地域が主体となった導⼊により地域コミュ
ニティの維持・強化にも資する。

• 再⽣可能エネルギーに関連する事業は、省エネルギー事業、⾼齢者の⾒守り事業等を併せて⾏うことにより新たな雇⽤を
⽣み出し、地域の活⼒の維持・発展に貢献する。

• 荒廃農地のように有効な活⽤がされていない農地等に、農業⽣産が可能な形で太陽光発電パネルを設置し適切な営
農を継続することで（営農型太陽光発電）、再⽣可能エネルギーの拡⼤とともに、事業の経済性を⾼め、地域の持続
可能な社会形成に資する。

• 耕作放棄地で⾃然環境と共⽣する燃料作物を栽培する農業再⽣は、地域に固有の⽣態系を維持することにも資する。
• 地域の再⽣可能エネルギーや未利⽤資源を活⽤した⽔素サプライチェーンの構築は、気候変動対策のみならず、地域

のエネルギー⾃給率の向上や新たな地域産業の創出にも資する。

⻑期戦略における地域循環共⽣圏に関する⾔及②4. 地⽅公共団体に求められることの変化

（出所）令和元年6⽉11⽇閣議決定「パリ協定に基づく成⻑戦略としての⻑期戦略」

○ 第2章の⽬指すべきビジョンの中では、地域における脱炭素化・ SDGsの達成のための取組の例が⾔及さ
れています。
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（第３章：重点的に取り組む横断的施策 第３節：ビジネス主導の国際展開、国際協⼒）
２．施策の⽅向性
（１）施策の基本的な⽅向性

また、脱炭素化とSDGsを実現するための、地域密着モデルとしての「地域循環共⽣圏」を、我が国発のロールモデルとして構
築し、世界に発信するとともに、我が国の経験・ノウハウを活⽤し、アジア等における「地域循環共⽣圏」の構築を⽀援する。世
界に共有できる社会モデルを構築し、パリ協定で掲げられる⽬標に確かな処⽅箋を提供することで、我が国の成⻑と国際貢献
を同時に実現し、脱炭素社会に資するものとする。

資⾦については、ODAやその他政府資⾦（OOF）等に限らず、気候変動分野への資⾦の拡⼤に取り組むとともに、パリ協
定の⻑期⽬標を踏まえ、あらゆる案件において、これまで以上に気候変動対策の観点を取り⼊れることが重要である。

（第４章：その他の部⾨横断的な施策の⽅向性）
（１）⼈材育成

持続可能な開発のための教育（ESD）をより⼀層推進し、気候変動対策を含むSDGsの達成につなげる。ESDの推進拠
点であるユネスコスクールなど学校での活動を通じ、児童・⽣徒・学⽣や教員の環境・気候変動に対する意識や関⼼の向上を
促す。また、家庭、地域、職場など学校以外の取組については、表彰制度等を通じて⾃発的な取組を促進していくとともに、グッ
ドプラクティスを積極的に発信する。その際、地域において気候変動対策に取り組む多様なステークホルダーとも連携する。

地域循環共⽣圏の実現に向けて、ESDの考え⽅を基に、多様なステークホルダーとの連携を図りながら持続可能な地域づく
りを担う「⼈づくり」を推進し、パートナーシップの深化、他地域との交流等を進める⼈材の育成を推進する。

⻑期戦略における地域循環共⽣圏に関する⾔及③4. 地⽅公共団体に求められることの変化

（出所）令和元年6⽉11⽇閣議決定「パリ協定に基づく成⻑戦略としての⻑期戦略」

○ 第3章の国際展開・国際協⼒の節においては、地域循環共⽣圏を我が国発のロールモデルとして構築し、
世界に発信するとともに、我が国の経験・ノウハウを活⽤し、アジア等における「地域循環共⽣圏」の構築を
⽀援することが⾔及されています。

○ 第4章においては、地域循環共⽣圏の実現に向けて、多様なステークホルダーとの連携・持続可能な地域づ
くりを担う「⼈づくり」の推進、パートナーシップの深化、他地域との交流等を進める⼈材の育成の推進が⾔及
されています。


